
最高裁秘書第233号

令和4年2月10日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 '1
ザ

司法行政文書開示通知書

令和4年1月7日付け（同月11日受付、第030861号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和元年5月7日付け最高裁刑二第3

いて」 （片面で3枚）

2 開示の実施方法

20号刑事局長依頼「刑務所の巡視につ

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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最高裁刑二第320号

令和元年5月7日

､

ノ

法務省矯正局長殿

最高裁判所事務総局刑事局長安東 章

刑務所の巡視について（依頼）

刑務所の巡視を別添のとおり実施することになりましたので，巡視の際は，各施〆

設において便宜を図られるよう関係機関にお伝えください。
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最高裁刑二第318号

（訟ろ－06）

‘令和元年5月7日
イ

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

最高裁判所事務総局刑亭局長安東 章

刑務所の巡視について（通達）

審理及び評議の参考とするため，刑事事件担当の裁判官による標記の巡視を別表

のとおり実施してください。
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(別表）

Ｉ

飛泉尚裁(11,果尿地裁(Zﾉ， イ寅供地裁(Z

さいたま地裁(1)，千葉地裁(1),
水戸地裁(1),宇都宮地裁(1),前橋地對
浄岡地裁(3)， 甲府地裁(1),長野地裁(2
所潟伽栽(1)
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日古屋地謁
牛帥栽(1)‐
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長
津
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(注） 裁判所名欄の括弧内の数字は，各庁の巡視人員数を表す。

裁判所名
巡視施設の名称及び所在地
(電話番号）

巡視日

川越少年刑務所
〒350-1162

埼玉県川越市南大塚6-40-1
(049-242-0222）

岡山刑務所
〒701-2141

岡山市北区牟佐765
(086-229-2531)

岡崎医療刑務所
〒444-0823

愛知県岡崎市上地4-24-16
(0564-51-9629）

広島刑務所
一

T730-8651

広島市中区吉島町13-114
(082-241-8601）

佐賀少年刑務所
〒840-0856

佐賀市新生町2-1
(0952-24-3291)

盛岡少年刑務所
〒020-0102

盛岡市上田字松屋敷11-11
(019-662-9221)

札幌刑務所
〒007-8601

札幌市東区東苗穂2条1-5-1
(011-781-2011)

姫路少年刑務所
〒670-0028

兵庫県姫路市岩端町438
(079-296-1020）

令和元年9月1
日から令和2年
2月28日まで

の間の各高等裁
判所の定める1
日


